
 - 1 - 

 

平成２３年度  事 業 計 画 

 

 

１ 基本方針 

 近年、シルバー人材センター事業を取り巻く社会環境は激しく大きく変化しています。

低迷基調の続く経済動向の中、雇用情勢は一段と厳しいものとなり、先行きの見えない

状況となっております。 

また、昨年の行政刷新会議の事業仕分け（再仕分け）において、シルバー人材センタ

ー援助事業が厳しい評価結果を受け、本年度はセンター財政の根幹を成す国庫補助の大

幅削減が執行されました。現在の南足柄市シルバー人材センターは、これらの大きな変

化に直面しており、契約受託見込みが落ち込む中、近い将来大幅な会員数の増加が予想

されるなど過去に経験したことがない難しい局面を迎えています。 

しかしながら、少子高齢化が進行する中、シルバー世代は社会を支える重要な担い手

でなくてはならず、景気動向が上向く近い将来、必ず就業機会の需要が増加することは

間違いありません。今はこの状況に耐え、着実に実力を蓄え、将来の発展を期するとき

でもあります。 

南足柄市においても市税の落ち込みにより危機的な財政状況の中、市事業の廃止・見

直しはもちろん、他団体への補助金等は減額が余儀なくされています。そのような状況

の中ではありますが、働くことを通じて生きがいの充実を得て社会に貢献している会員

の皆様の活動が評価され、本センターは昨年度と同額の市補助金を受けることができま

した。 

平成２３年度も会員・役員・職員が協力し、効果的かつ効率的な事業を推進するとと

もに、経費削減を含めた自助努力によるセンター運営を目指してまいります。 

なお、契約金額の減少に対応するため、発注者の理解を得ながらワークシェアリング

を推進し、それぞれの希望や体力等を考慮し、就業意欲のある会員が一人でも多くの就

業機会が得られるよう努めてまいります。また、現在の就業の質を改めて見直し、地域

社会から「シルバーに任せて良かった」との評価をより確実にいただけるよう業務の質

のアップに着手いたします。着実に足元を強化し、近い将来の大きな飛躍のために備え

ることといたします。 

 さて、社団法人南足柄市シルバー人材センターは、本年度法人組織として大きな変革

を迎えることとなります。平成２０年１２月に施行された公益法人改革関係法に基づき、

いよいよ「公益社団法人」への移行手続きを開始することといたします。神奈川県の公

益認定機関の厳しい審査を受け認定されると、「公益社団法人」の名称を使用すること

のできる法人となり、高い社会的な信用を得ることになります。また、法人税や寄付金

制度等の税制面の優遇措置も受けられます。しかし一方で、地域社会から公益目的事業

について充分な活動ができているか、より厳しい視点が生まれるものと思われますので、

より公益性に焦点を絞った確かな事業展開を推進いたします。 
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２ 事業実施計画 

（１）臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望するための、 

就業機会の確保及び提供する業務 

  ア 「シルバーまつり」や「はればれ市」の開催、「奉仕活動」の実施を通じ、セ 

ンター事業の周知に努め、新入会員と受託事業の増加を図ります。 

  イ 一般家庭からの受注を獲得するため、一般家庭に就業した際、会員自らがチラ 

シを配布しながら異なる仕事を獲得し、併せて、近隣への口コミにより新規の受 

注拡大に努めます。 

  ウ 市広報誌や新聞折り込みタウン誌などを利用し、センター事業のＰＲを行いま 

す。 

  エ 適正就業の推進（長期就業の是正・就業交替）、ワークシェアリングの推進に 

より就業機会の確保に努めます。 

オ 「就業相談会」の実施、「お知らせ版・お仕事紹介コーナー」の活用等により、 

 公平な就業機会の提供に努めます。 

  カ 受注の多い職種を対象に、「職群班」を組織し、会員による自主的、主体的な 

事業運営を促すとともに、多くの会員が就業できるよう、受注体制の整備を推進 

します。 

 

（２）臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望 

  するための無料職業紹介事業 

    全シ協主催の無料職業紹介事業従事者講習会に職員を派遣し、事業の推進体制 

の強化を図ります。 

 

（３）臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な就業に係る就業に必要な知識及技 

能の付与を目的とした講習 

   会員技能習得講習会 

講 習 会 名 内    容 時  期 

緑地管理講習会 公園等の緑地管理業務 ５月・７月・９月

子育て支援講習会 幼児との接し方について ２月 

 

（４）臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、生きがい 

の充実及び社会参加の推進を図るための事業 

  ア 毎月実施する入会説明会にて、センター事業の趣旨等を理解してもらうとと 

   もに、共働・共助での就業を促し、仲間との親睦・交流の大切さを説明します。 

  イ 会報「いきがい」の発行、ホームページを活用し、幅広い情報を提供します。 

  ウ 事業普及啓発活動を推進するとともに、「奉仕活動」、「子ども見守りボランテ 

ィア」等の社会参加を推進します。 

 

（５）前４号のほか、多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における能力の活用 
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事業 

  ア 公共や民間事業所からの受託が減少する中、自主事業を育成し就業機会の確保 

に努めます。 

自 主 事 業 内    容 

はればれ市 農産物・工芸品の販売 

ばーば倶楽部（子育て支援） 一時預かり保育 

刃物研ぎ 出張刃物研ぎ 

リサイクル自転車 放置自転車等の再生／販売 

パソコンヘルプデスク パソコン教室 

 

 イ 市民活動課（市）と連携し、様々な分野の市民活動やボランティア活動、技 
術や経験を生かし地域の活性化につながる活動の支援をします。 

 

（６）その他目的を達成するための事業 

  ア 安全就業の推進 

  イ 賛助会員制度の活用 

 

 

３ 事業目標 

（１）会 員 数         ３６０人 

（２）受 託 件数       １，４００件 

（３）就業延人員      ３１，０００人日 

（４）就 業 率          ８５％ 

（５）契 約 額  ９１，６９６，０００円 

 


